
安城市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第２３号 

 

安城市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

 

安城市職員の給与の支給等に関する規則（昭和４０年安城市規則第７号）の一部

を次のように改正する。 

第５条の３から第５条の７までの規定中「初任給調整手当」を「第１種初任給調

整手当」に改める。 

第５条の８を次のように改める。 

第５条の８ 条例第１０条の２第１項の市長が規則で定める職員は、次の各号に掲

げる職員とし、当該職員の特定額（同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。

）の算定の基礎となる額として市長が規則で定める額は、当該各号に掲げる職員

の区分に応じ当該各号に定める額とする。 

（１）条例第６条に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。） 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給

料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例第

４条の２の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応

じた額 

（２）条例附則第３条の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の

給料月額のうち、条例第４条の２の規定により当該職員の属する職務の級並び

に条例第５条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じた

ときはこれを１００円に切り上げるものとする。） 

第５条の９中「初任給調整手当」を「第１種初任給調整手当及び第２種初任給調

整手当」に改め、同条を第５条の１３とし、第５条の８の次に次の４条を加える。 



第５条の９ 条例第１０条の２第１項の在勤する地域における民間の賃金の最低基

準を考慮して市長が規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じた初任給調整

手当（昭和３６年人事院規則９－３４）別表第３に掲げる額とする。 

第５条の１０ 条例第１０条の２第１項の市長が規則で定める日は、特定額が基準

額（同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。）以上となった日の前日とす

る。 

第５条の１１ 条例第１０条の２第２項の規定による第２種初任給調整手当の月額

は、基準額と特定額との差額に勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間に

５２を乗じて得た数を乗じ、その額を１２で除して得た額（その額に１００円未

満の端数を生じたときは、これを１００円に切り上げた額）（同条第２項から第

５項までの規定の適用を受ける職員にあっては、当該額にこれらの規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額とする。）とする。 

第５条の１２ 条例第１０条の２第３項の市長が規則で定める職員は、当該職員を

新たに採用された職員とみなして同条第１項の規定を適用するとしたならば特定

額として算定されることとなる額（以下この条において「権衡職員特定額」とい

う。）が基準額を下回る職員とする。 

２ 前項に規定する職員の第２種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職

員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。 

３ 前条の規定は、第１項に規定する職員の第２種初任給調整手当の月額について

準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額

」と読み替えるものとする。 

第６条第４項第２号中「以上」の次に「（満１８歳に達する日後の最初の４月１

日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者にあっては、

年額１５０万円以上）」を加える。 

第１０条第１項第６号中「６０キロメートル」を「２５キロメートル」に改め、

同項第７号を次のように改める。 

（７）通勤距離が片道２５キロメートル以上２８キロメートル未満の者 １６，６

００円 

第１０条第１項に次の１７号を加える。 

（８）通勤距離が片道２８キロメートル以上２９キロメートル未満の者 １６，７



００円 

（９）通勤距離が片道２９キロメートル以上３０キロメートル未満の者 １７，１

００円 

（１０）通勤距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満の者 １９，

７００円 

（１１）通勤距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満の者 ２２，

８００円 

（１２）通勤距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満の者 ２５，

９００円 

（１３）通勤距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満の者 ２９，

１００円 

（１４）通勤距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満の者 ３２，

３００円 

（１５）通勤距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満の者 ３５，

５００円 

（１６）通勤距離が片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満の者 ３８，

７００円 

（１７）通勤距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満の者 ４２，

２００円 

（１８）通勤距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満の者 ４５，

７００円 

（１９）通勤距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満の者 ４９，

２００円 

（２０）通勤距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満の者 ５２，

７００円 

（２１）通勤距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満の者 ５６，

２００円 

（２２）通勤距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満の者 ５９，

６００円 

（２３）通勤距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満の者 ６３

，０００円 

（２４）通勤距離が片道１００キロメートル以上の者 ６６，４００円 



第１０条第２項ただし書を削り、同条第３項中「（その利用に係る運賃等の額か

ら運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同

じ。）」を削り、同条第１０項第２号ア中「転居の直前」を「配偶者」に改める。 

附則第２項中「附則第１６項」を「附則第９項」に改める。 

附則第３項の前の見出し、同項から附則第９項まで及び附則第１０項の前の見出

しを削り、同項を附則第３項とし、同項の前に見出しとして「（教員特殊業務手当

）」を付し、附則第１１項を附則第４項とし、附則第１２項を附則第５項とし、附

則第１３項の前の見出しを削り、同項を附則第６項とし、同項の前に見出しとして

「（義務教育等教員特別手当）」を付し、附則第１４項を附則第７項とし、附則第

１５項から附則第１７項までを７項ずつ繰り上げる。 

附則別表中「附則第１４項」を「附則第７項」に改める。 

別表第１の４級の項中「及び園長」を「、園長及び調整官」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （暫定再任用職員に係る第２種初任給調整手当に関する経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第９条第６

項に規定する暫定再任用職員は、安城市職員の給与に関する条例（昭和２９年条

例第１号）第６条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の

第５条の８の規定を適用する。 


